
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市では、平成 27 年の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の

施行を契機に、府中市空家等対策計画を策定し、空き家の発生予防・利

活用・解消に向け、取り組みを行っております。 

下記の通り空家等対策協議会を開催しますので、取材いただきますよ

うお願いします。 

今回の協議会では、今年度の取り組みや今後の取り組み報告に加えて、

特定空家等・特定空住戸等の認定及び措置に関することについて意見交

換します。対策を進めることで、危険な空家数の減少を図るとともに、

府中市が掲げる「安全・安心が持続するまちづくり」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県府中市 情報提供 

令和 7 年 2 月 5 日（水曜） 

都市デザイン課 住宅政策係 

担当 原田、山下、河面  

電話 0847-44-9172 

FAX 0847-46-1535 

１ と き ２月 13 日（木）14 時～16 時（予定） 

 

２ ところ 府中市役所 4 階 第一委員会室 

 

３ 議事内容（予定） 

⑴ これまでの府中市の取組について 

⑵ これからの府中市の取組について 

⑶ 特定空家等・特定空住戸等の認定及び措置について（非公開） 

 

※傍聴を希望される場合は、開催時間の１０分前までにお越しください。ただし、

議事⑶については、個人情報の関係上、議事を非公開とさせていただきますので、

ご了承下さい。 

府中市空家等対策協議会を開催 

プレスリリース 


